
                                                                                          

　　平成１６年　９月　２日　確認

　　２．在任特例適用後に行われる一般選挙の定数を３０人とし、農業委員会等に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　坂 田 公 弘

　　　までの１年間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

  　　　農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて提出する。

　　　　　　菊池北部四市町村合併協議会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会議員及び農業委員会委員の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定数及び任期に関する小委員会

　　　定数：菊池市１２人、七城町６人、旭志村６人、泗水町６人）を設ける。

　協議第５１号　農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

　　１．新市に１つの農業委員会を置き、合併前に選挙による農業委員会の委員であった者は、

　　　市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項の規定を適用し、平成１８年３月２１日

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

　　　　  　　平成１６年　７月２２日　提出

　　　第１０条の２第２項の規定を適用し、旧市町村を区域とする４つの選挙区（旧市町村の



新市の基準農業者

【農委法第３条第２項】【同施行令第１条の３】

1,229 6,687

２７，６６５ｈａ

　６，６８７ｈａ

　３，５０６人（農家戸数＋農業法人数）

区域が２４，０００ｈａを超える、または、農地面積が７，０００ｈａを
超える場合、２以上の農業委員会を置くことができる。

農地面積 3,190 1,052 1,216

合　計

3,506

旭志村 泗水町

平成１６年１１月１日～平成１９年１０月３１日

３年

合併後１年を超えない範囲
で、協議で定めた期間

新たに選任

新たに選任

平成１５年５月２日～平成１８年５月１日

選任委員 備考(要件等） 根拠法令

1,734 618 533 621

（平成１３年１１月１日～平成１６年１０月３１日）

市町村名

基準農業者数

菊池市 七城町

協議により８０を超えず１０
を下らない範囲で定めた数

原則

特例

２．委員の任期

七城町 泗水町

１．新市に１つの農業委員会を置き、合併前に選挙による農業委員会の委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項の規定を適用
  し、平成１８年３月２１日までの１年間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
２．在任特例適用後に行われる一般選挙の定数を３０人とし、農業委員会等に関する法律第１０条の２第２項の規定を適用し、旧市町村を区域とする４つ
  の選挙区（旧市町村の定数：菊池市１２人、七城町６人、旭志村６人、泗水町６人）を設ける。

関 係 項 目　農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

菊池市 旭志村

現 況

協 議 項 目

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

１．委員数

・選挙委員

・選任委員

（議会推薦）

（農協等）

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

（１人）

１６人

１０人

６人

（５人）

（１人）

２２人

１６人

６人

（５人）

（２人）

１８人

１２人

６人

（５人）

（１人）

２０人

１３人

７人

（５人）

平成１４年４月１日～平成１７年３月３１日 平成１５年４月１日～平成１８年３月３１日

合併の日から５０日以内に選挙

存続、但し右記の定数を超えるとき
は、合併関係市町村の選挙による委
員で互選

条例で定める数

選　　挙　　委　　員

選出方法等 定　　数 任　　期
区　　　分

新市に
２以上
の農業
委員会
を置く
場合

従前の区
域ごとに委
員会を置く
場合

存続、但し右記の定数を超えるとき
は、合併関係市町村の選挙による委
員で互選

従前の市町村の委員は、それぞれ新
委員会の委員となって存続

原則

特例

特例

合併後１年を超えない範囲
で、協議で定めた期間

従前の各委員会の委員の
在任期間

各委員会ごとに選挙
従前の区
域と異
なった区
域ごとに
農業委員
会を置く
場合

各委員会ごとに条例で定め
る数

菊池北部四市町村合併協議会

農業委員会等に関する法律第３条第２項
公職選挙法第３３条第３項

農業委員会等に関する法律第３条第２項
市町村の合併の特例に関する法律第８条
第３項

農業委員会等に関する法律第３条第２項
農業委員会等に関する法律第３４条第１項

新市の区域面積２４，０００ｈａ
または、農地面積７，０００ｈａ
を越えること

新市の区域面積２４，０００ｈａ
または、農地面積７，０００ｈａ
を越えること

新市の区域面積２４，０００ｈａ
または、農地面積７，０００ｈａ
を越えること

農業委員会等に関する法律第３条第１項
同法第７条及び第１５条の各第１項

農業委員会等に関する法律第３条第１項
市町村の合併の特例に関する法律第８条
第１項及び第２項

【農委法第10条の２】
　農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。
２市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準
に従い、条例で当該農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設けることができる。
３前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなけ
ればならない。

【農委法施行令第5条】
法第10条の２第2項の規定により農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設ける場合には、その分けて設けられるすべての選挙区
につき、その区域内の農地面積が五百ﾍｸﾀｰﾙ以上となるか、又は基準農業者数が六百以上となるようにしなければならない。

新市に１つの農業
委員会を置く場合

　新市の区域面積

　新市の農地面積

新たに選任

新たに選任

従前の市町村の委員はそ
れぞれ新委員会の委員と
なって存続

協議により各委員会ごとに
８０を超えず１０を下らない
範囲で定めた数

従前の定数

３年



協議第５１号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い（参考資料） 

 

農業委員会委員の定数及び任期に関する法令等（抜粋） 

【農業委員会等に関する法律】（以下「農委法」という） 

第 3条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地のない市町村には、農業委員会を置かない。 

（第２項から第６項省略） 

第 4条 農業委員会は、委員をもって組織する。 

２ 委員は選挙による委員及び選任による委員とする。 

３ 委員は、非常勤とする。 

 

第７条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定

める基準に従い、10 人から 40 人までの間で条例で定める。 

２ 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。 

 

【農業委員会等に関する法律施行令】（以下「農委法施行令」という） 

第 2条の２ 農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとす

る。 

一 その区域内の農地面積が 1,300 ﾍｸﾀｰﾙ以下の農業委員会・・・20 人以下 

二 一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会・・・30 人以下 

  三 その区域内の農地面積が 5,000 ﾍｸﾀｰﾙを超え、かつ基準農業者数が 6,000 を超える農業委員会・・・40 人以下 

 

【公職選挙法】 

第 33 条第 3 項 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第 7 条第 6 項（市町村の設置の告示）の告示に

よる当該市町村の設置の日から 50 日以内に行う。 

 

【農委法第 10 条の２】 

  農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。 

２ 市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に



従い、条例で当該農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設けることができる。 

３ 前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなけれ

ばならない。 

 

【農委法施行令第 5条】 

  法第 10 条の２第 2 項の規定により農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設ける場合には、その分けて設けられるすべての選

挙区につき、その区域内の農地面積が五百ﾍｸﾀｰﾙ以上となるか、又は基準農業者数が六百以上となるようにしなければならない。 

 

【農委法第 12 条】 

  市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。 

 １．農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推薦した理事又は組合員 各 1人

 ２．当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者 ４人以内

 

【農委法第 15 条】 

  選挙による委員の任期は、3年とし、一般選挙の日から起算する。・・・（以下省略） 

（第２項・第３項省略） 

４ 第 12 条の規定により選任された委員は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日まで在任する。 

（第５項省略） 

 

【農委法第 19 条】 

  農業委員会（選挙による委員の定数が２１人以上であるものに限る。）に第 6 条第１項第 1 号及び第 2 号並びに同条第 2 項第 1 号及

び第 2号に掲げる事務を処理するため、農林水産省令で定めるところにより１又は２以上の部会を置くことができる。 

 

【合併特例法第 8条第１項】 

 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとな

るものは、合併市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあっては八十を超えず十を下らない範囲で定めた数の者に限り、次

に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。以下略 

 一 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後一年を超えない範囲で当該協議で定める期間 



協議第５１号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて  参考資料 

協議会名称 調    整    方    針 

鹿本地域合併協議会 

１．新市に１つの農業委員会を設置する。 

 選挙による委員の定数を２０人とし、旧市町を区域とする５つの選挙区（旧市町の定数：山鹿市７人、鹿北町３人、

菊鹿町４人、鹿本町３人、鹿央町３人）を設けるものとする。 

２．合併時における農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第 1項第 1 号の規定を適

用し、旧市町の選挙による委員のうちから互選により選出する。 

  なお、委員の定数は、前項の例によるものとし、委員の任期は、合併の日から 1年以内とする。 

３．新市に農業委員会協力員を置く。 

  なお、農業委員会協力員の定数、業務等については合併までに調整する。 

菊池南部四町合併協議会 

１．新市に１つの農業委員会を置き、合併前に選挙による農業委員会の委員であった者は、市町村の合併の特例に関す

る法律第８条第１項の規定を適用し、平成１８年２月２７日までの１年間、引き続き新市の農業委員会の選挙による

委員として在任する。 

２.在任特例適用後に行われる一般選挙の定数等については、新市の農業委員会において調整する。 

※農業委員会等に関する法律改正案が今国会に提案され、本年６月に成立の見込みである。施行日は公布の日から６ヶ

月以内となっており、遅くとも平成１６年末までには施行される予定。 

玉名地域１市８町合併協議会 

１．新市に１つの農業委員会を置き、合併前に選挙による委員であった者のうち４０人は、市町村の合併の特例に関す

る法律第８条第１項第１号の規定を適用し、平成１７年７月３１日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員

として在任する。 

２．新市の農業委員会の選挙については、選挙による委員の定数を４０人とし、農業委員会等に関する法律第１０条の

２第２項に規定する選挙区を設ける。選挙区は１１とし、現在の玉名市に従前の区域と同じ範囲で３選挙区及び、岱

明町、横島町、天水町、玉東町、菊水町、三加和町、南関町、長洲町にそれぞれ１選挙区を設ける。 

阿蘇中部３町村合併協議会 

１．新市に１つの農業委員会を設置する。 

２．新市における選挙による委員の定数は３０名とする。 

３．３町村の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、平

成１７年７月１９日までの間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

４．特例期間終了後は、次の区域による選挙区を設置して選挙を行う。選挙区ごとの定数は次のとおりとする。 

一の宮選挙区９名、黒川選挙区６名、内牧選挙区３名、山田選挙区３名、永水尾ｹ石選挙区５名、波野選挙区４名。 

 



 

協議第５１号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて  参考資料 

協議会名称 調    整    方    針 

南阿蘇３村合併協議会 

１．農業委員会の委員のうち選挙による委員の任期は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第 1項第 1号の規定を

適用し、平成１７年７月１９日まで引き続き新村の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

２．新村の農業委員会の選挙については、選挙による委員の定数を２０名とし、農業委員会等に関する法律第１０条の

２第２項に規定する選挙区を設ける。選挙区数は３とし、白水村、久木野村、長陽村にそれぞれ１選挙区を設ける。 

宇城西部五町合併協議会 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。 

１．新市の農業委員会委員の任期については、新市に一つの農業委員会を置き、５町の農業委員会の選挙で選任された委員で

あった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、平成１７年７月１９日まで引き続き新

市の農業委員会委員としての身分を有する。 

２．農業委員会の選挙による委員の定数は２０人とし、その選挙については、選挙区を設ける。選挙区ごとの委員の定数は、

次のとおりとする。三角町４人、不知火町３人、松橋町５人、小川町６人、豊野町２人 

宇城東部二町合併協議会 

１．農業委員会等に関する法律第７条第１項で定めることとされている新町の農業委員会の選挙による委員の定数は、

２０人とする。 

２．合併の際、農業委員会の選挙による委員で新町の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、市町村の合併

の特例に関する法律第８条第１項の規定を適用し、平成１７年７月１９日まで引き続き新町の農業委員会の選挙による委員

として在任する。 

天草上島４町合併協議会 
１．農業委員会の選挙による委員については、市町村の合併の特例に関する法律第８条第 1項第 1号の規定を適用し、

合併後１年間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。 

１．農業委員会については合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙で選任された委員の任期は、市町村の合併に

関する法律第８条第１項第１号規定を適用し、平成１７年７月１９日まで引き続き選挙委員として在任する。 

２．在任期間終了後の農業委員会の選挙による委員の定数は、２０人とし、農業委員会等に関する法律第１０条の２第

２項に規定する選挙区を設ける。選挙区は３とし、矢部町、清和村、蘇陽町にそれぞれ１選挙区を設ける。 

なお、農業委員会等に関する法律の一部改正が行われた場合、新町において農業委員会委員の定数について協議する。 

 




